
審 査 基 準
基準の名称 技能検定合格証書の再交付基準

法 令 等 名 根 拠 条 項 許 認 可 等 ・ 処 分 の 概 要

職業能力開発促進法施行規則 ６９ 技能検定合格証書の再交付

基 準 の 内 容

再交付申請書に次に掲げる書類及び合格証書再交付手数料（徳島県収入証紙で２０００円）,
を添付していること （徳島県商工労働関係手数料条例第二条別表一）。

１ 合格証書を損傷したとき
・当該合格証書

２ 氏名を変更したとき
・当該合格証書
・戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明のいずれか一つ

３ 紛失又は焼失したとき
・本人であることを証する書面


